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G：ガバナンス

◆ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社では、経営理念のもと、株主をはじめ、当社を取り巻く全てのステークホルダーからの信用を得ながら、企業の持続的な

成長と中長期的な企業価値の最大化を目指しています。

　以下の5点を基本方針に掲げ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

1.  株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護に努めます。

2.  株主以外のステークホルダーと、社会良識をもった誠実な協働に努めます。

3.  法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。

4.  透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。

5.  株主とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有した上で、建設的な対話に努めます。

◆ 指名・報酬委員会
　2020年2月、当社役員の指名・報酬などに関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの

充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。2022年6月22日以降の委員長は社外取締役 西

口泰夫氏、委員は代表取締役社長 小谷高代氏、社外取締役 松久 寛氏、社外取締役 中山礼子氏、社外監査役 鎌倉寛保氏、社

外監査役 津田尚廣氏の5名、合計6名となっています。2022年3月期中には4回の委員会が開催され、役員人事に関する件及び

役員報酬制度改訂に関する件が審議されました。

めています。2022年1月に実施されたアンケートでは、事業

報告方法や資料共有方法について改善すべき点が抽出さ

れ、順次改善を行っています。

◆ 取締役会・監査役会の実効性の確保
　変化の激しい事業環境やグローバル化の進む中、知識・

経験・専門性のバランス、多様性、グローバルな視点などを

重視し、取締役候補を選任しています。現在、社外取締役を

含め8名の取締役が就任しており、それぞれが専門性を発

揮し、かつお互い意見交換しながら迅速な意思決定を行う

ことが可能な規模を維持してまいります。

　社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株

主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバ

ナンスに関する報告書などを通じ、毎年開示を行っています。

　また、取締役会の更なる機能向上を図るべく、取締役会

の実効性（役割・責務、議題、運営、構成など）に関するアン

ケートを毎年実施しており、結果の分析評価をし、改善を進
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1.健康で、いきいきと働ける職場づくりを目指す。
2.安全衛生管理活動の適切な実施のため、
　責任の所在を明確にする。
3.必要な安全衛生教育・訓練を実施し、
　安全を第一とする人づくりを実施する。
4.安全衛生関連法令及び工場規定を遵守する。

◆ 健康経営

■  健康事業所宣言
　全国健康保険協会京都支部より具体的な取り組みを定め

ている事業所に対して送られる宣言証を受領しました。

■  ICTを活用した健康サポート
　健康診断の受診結果により生活習慣病のリスクがあるも

のに対して保健指導を実施し、従業員の日々の生活改善に

努めています。必要時は受診勧奨を実施し、受診率の向上を

目指しています。

　海外渡航者に対しても赴任時、帰国時健診だけでなく年

に1度の定期健診を受けていただき、従業員が健康に働ける

ように健康管理をしています。

　また、ICTシステムを活用して産業医と連携した健康支援

の充実を図っています。

■  セミナーの実施
　ヘルスリテラシー向上のために下記4つのテーマに分け

てセミナーを実施しています。

　　　○ 女性特有の疾患　　○ がん予防

　　　○ 禁煙　　　　　　　○ メンタルヘルス

　産業医による「禁煙のすすめ」セミナーでは、喫煙による癌の

リスク、脳梗塞・心筋梗塞などの健康リスク、禁煙補助薬の効果と

いった内容について説明され、実践的なセミナーとなりました。

■  メンタルヘルス
　悩み事があれば健康支援室にて保健師または産業医に

いつでも相談できるよう、健康支援センターを設置していま

す。さらに、福利厚生として外部資源の悩み相談デスクなど

を設けており、秘密厳守で悩み解決できるように体制を整え

ています。

■  ウォーキングイベント
　従業員の健康増進、コミュニケーション活性化を目的とし

て、2021年度にウォーキングイベント「Walk, talk and work 

together!」を開催しました。国内外から23チーム101名の参

加があり、スマートフォンのウォーキングアプリを使い1日当

たりの平均歩数を競いました。

■  BLS研修（一次救命処置研修）
　緊急時に対応できるようにAED・心肺蘇生ができる従業員

の育成を年に1回を目途に実施しています。

■  健康アプリの活用
　写真を撮るとカロリーが分かる、歩数が分かるなどの健康

関連アプリの導入により、従業員が自分自身の健康状態を管

理できるようにしています。

◆ 安全衛生
　以下の基本方針に基づき、職場の安全衛生活動に取り組

んでいます。

《 安全衛生基本方針 》
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◆ 内部統制委員会、サステナビリティ委員会
　内部統制委員会は、代表取締役社長の諮問機関として、内部統制の水準向上のために必要な事項について建議しています。

　また当社は、2022年8月にサステナビリティ委員会を設置しました。その目的は、事業活動を通じてサステナブルな社会・環

境の構築に寄与するとともに、当社が持続的な事業発展を通じて企業価値を向上することにあります。本委員会は、代表取締

役社長を委員長とするメンバーで構成され、サステナビリティに関する基本方針の策定、施策の結果は取締役会へ報告を行い

ます。

◆ コーポレート・ガバナンス体制図
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◆ 役員報酬
　当社の役員報酬は、企業の持続的成長及び競争力の強化のため、優秀な人材の確保・維持、業績向上に対するモチベーショ

ンを高めることを目的とした制度としています。2022年3月7日開催の取締役会において、取締役の報酬などの内容に関して新

たな方針を決議しています。決議については、指名・報酬委員会へ諮問し、承認を得ています。

 【新たな役員報酬制度のポイント】

 ・外部水準を参照した報酬水準の設定

 ・中期的な業績向上や株価向上に向けた取り組みの強化

 ・報酬決定プロセスにおける客観性・公平性の向上

　取締役の報酬は、基本報酬（月額報酬）、短期業績賞与、中期業績・株価連動型賞与により構成しています。報酬水準につい

ては、当社と同業種・同規模企業などの外部水準を参照したうえで、役位別に報酬構成比率を設定しています。短期業績賞与

は、連結経常利益の達成状況をベースに、目標管理等評価に基づく総合的貢献度を踏まえた評価を反映して決定します。中期

業績・株価連動型賞与については、１株当たりの純利益（EPS）の成長率に基づく中期業績係数と株価成長率に基づく株価連

動係数を反映して決定します。

　社外取締役の報酬は、固定報酬により構成し、業務執行に対する独立性の観点から業績連動報酬の支給は行わない方針と

しています。
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